
調査計画 

１ 調査の名称 

  地方公務員給与実態調査 

２ 調査の目的 

  地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の

基礎資料を得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的属性

全国

（２）属性的範囲

都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合・財産区・地方開発事業団（以下「地

方公共団体」という。）並びに特定地方独立行政法人に所属する地方公務員（以下

「職員」という。） 

４ 報告を求める者 

（１）数

約 280万人

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出）

（３）報告義務者

上記３（２）に規定する職員

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項

調査は、次に掲げる事項について行う。

ア 一般職に属する職員（注 1）

(ｱ) 所属する地方公共団体の名称

(ｲ) 所属する公署の名称

(ｳ) 性別

(ｴ) 満年齢月数

(ｵ) 学歴、資格及び免許

(ｶ) 経験月数

(ｷ) 職種

(ｸ) 職務

(ｹ) 職務上の地位

(ｺ) 給与の支出される会計の別

(ｻ) 採用時における前歴の有無

(ｼ) 採用年月

(ｽ) 給与月額

(ｾ) 給料月額
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(ｿ) 諸手当の月額

(ﾀ) 年間給与の額

(ﾁ) その他上記(ｱ)から(ﾀ)までに関連する事項

イ 特別職に属する職員（注２）

(ｱ) 定数

(ｲ) 給料（報酬）の額

（注１）一般職に属する職員のうち、次に掲げる者以外の者をいう。 

① 臨時又は非常勤の者（常時勤務に服することを要する職員について定められている

勤務時間以上勤務した日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇

を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が調査の期日において引き続いて12月を

超える者を除く。） 

② 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第31条の規定により派遣を受けた者（地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の規定により派遣を受けた者を除く。） 

③ 未帰還職員

（注２）特別職に属する職員のうち、次に掲げる者をいう。 

① 知事、市町村長又は特別区の区長

② 副知事、副市町村長又は特別区の副区長

③ 議会の議員

④ 地方自治法第180条の５第１項第１号から第３号までに掲げる委員会の委員及び同

項第４号に掲げる委員並びに同条第２項各号又は同条第３項各号に掲げる委員会の委

員 

⑤ 地方公営企業管理者

⑥ 特定地方独立行政法人の役員

（２）基準となる期日又は期間

平成30年４月１日現在

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織

総務省－都道府県及び指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第152条の19

第１項に規定する指定都市をいう。以下同じ。）（－職員） 

総務省－都道府県－都道府県及び指定都市以外の地方公共団体及び特定地方独立

行政法人（－職員） 

 なお、都道府県、市町村及び特別区以外の地方公共団体並びに特定地方独立行政

法人については、調査への協力を得て実施する（下記（２）について同じ。）。 

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他（  ）） 

ア 調査票の配布

調査票は、総務大臣が地方公共団体及び特定地方独立行政法人を通じて職員（特

別職に属する職員については、地方公共団体（都道府県、市町村、特別区に限る。）

及び特定地方独立行政法人。以下同じ。）に配布する。 

イ 調査票の提出

（ア）職員は、調査票に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体に提

出しなければならない。ただし、特定地方独立行政法人の職員にあっては設立

する地方公共団体に、市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第
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１条及び第２条に規定する職員にあっては都道府県にそれぞれ提出するものと

する。 

（イ）上記（ア）の調査票の提出を受けた地方公共団体は、これに所定の事項を記

入し、総務大臣の定める期日までに総務大臣（都道府県及び指定都市以外の地

方公共団体にあっては、都道府県を経由して総務大臣）に提出しなければなら

ない。

（ウ）調査票の提出に当たっては、電子情報処理組織（総合行政ネットワーク（LGWAN）

によることとし、これによる提出ができない場合は、郵送により書面又は電磁

的記録媒体（CD-R等）で提出することができる。 

ウ 調査票は、地方の実情に応じ、職員が記入する事項について、当該職員が属す

る地方公共団体及び特定地方独立行政法人が記入することも可能とする。

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期

５年

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

 調査票の配布   平成30年４月中旬 

 調査票の提出期限 都道府県及び指定都市 平成30年７月中旬 

都道府県及び指定都市以外の地方公共団体  平成30年８月

下旬 

８ 集計事項 

一般職、特別職の別に、次の事項を集計する。

Ⅰ 一般職関係 

  １ 職員数、平均給与月額及び平均基本給月額 

(1) 団体区分別、職種別、会計別

(2) 職務区分別

(3) 人口段階別

  ２ 学歴別、経験年数別職員数及び平均給料月額 

(1) 団体区分別、職種別、性別

(2) 職務上の地位別

(3) 人口段階別

  ３ 学歴別、年齢別職員数及び平均給料月額 

(1) 団体区分別、職種別、性別

(2) 職務上の地位別

(3) 人口段階別

  ４ 扶養手当受給職員数及び平均扶養手当月額 

(1) 団体区分別、職種別、会計別

(2) 扶養親族数

  ５ 地域手当受給職員数及び平均地域手当月額 

(1) 団体区分別、職種別、会計別

(2) 手当支給割合

  ６ 通勤手当受給職員数及び平均通勤手当月額 

(1) 団体区分別、職種別、会計別
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(2) 通勤方法別

  ７ 年間給与の額 

(1) 団体区分別、職種別、会計別

(2) 学歴別、経験年数別

Ⅱ 特別職関係 

 地位別職員数及び平均給料（報酬）月額 

(1) 団体区分別

(2) 人口段階別

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

  調査結果は、調査実施年の翌年３月までにインターネット（総務省ホームページ及

び政府統計の総合窓口（e-Stat））に掲載して公表し、同年７月までに結果報告書を

刊行する。 

10 使用する統計基準 

本調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする調査であるた

め、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に統計基準を用いる余地がないことか

ら、いずれの統計基準も使用しない。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

書類名 保存期間 保存責任者 

調査票 １年 総務省自治行政局公務

員部長 

調査票の内容を

記録した電磁的

記録媒体 

永年 総務省自治行政局公務

員部長 

その他関係書類 １年 総務省自治行政局公務

員部長 
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別表－１ 団体区分番号表

番 号 団 体 区 分

１ 都道府県

２ 指定都市

３ 市

４ 町 村

５ 特 別 区

６ 一部事務組合等

別表－２ 人口段階番号表

(1) 中核市 01

(2) 特例市 02

(3) 一般市

産業構造 Ⅱ次、Ⅲ次90%以上 Ⅱ次、Ⅲ次90%未満

人口段階 Ⅲ次65%以上 Ⅲ次65%未満 Ⅲ次55%以上 Ⅲ次55%未満

50,000未満 03 04 05 06

50,000以上 ～ 100,000未満 07 08 09 10

100,000以上 ～ 150,000未満 11 12 13 14

150,000以上 15 16 17 18

(4) 町村

産業構造 Ⅱ次、Ⅲ次80%以上 Ⅱ次、Ⅲ次80%未満

人口段階 Ⅲ次60%以上 Ⅲ次60%未満

5,000未満 19 20 21

5,000以上 ～ 10,000未満 22 23 24

10,000以上 ～ 15,000未満 25 26 27

15,000以上 ～ 20,000未満 28 29 30

20,000以上 31 32 33
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別表－４ 職務上の地位区分番号表

１ 一般行政職

(1) 都道府県 (2) 指定都市

番号 地 位 区 分 番号 地 位 区 分

11 本庁の部（局）長 20 本庁の局長

12 11の相当職 21 20の相当職

13 本庁の課長 22 本庁の部長

14 13の相当職 23 22の相当職

15 本庁の課長補佐 24 本庁の課長

16 15の相当職 25 24の相当職

17 本庁の係長 26 本庁の課長補佐

18 17の相当職 27 26の相当職

19 その他の職員 28 本庁の係長

29 28の相当職

30 その他の職員

(3) 市及び特別区 (4) 町村

番号 地 位 区 分 番号 地 位 区 分

31 本庁の部（局）長 40 本庁の課長

32 31の相当職 41 40の相当職

33 本庁の課長 42 本庁の係長

34 33の相当職 43 42の相当職

35 本庁の課長補佐 44 その他の職員

36 35の相当職

37 本庁の係長

38 37の相当職

39 その他の職員

6



２ 大学，短期大学及び高等専門学校教育職 ３ 高等学校，特別支援学校，小・中学校，

幼稚園及び専修・各種学校教育職

番号 地 位 区 分 番号 地 位 区 分

45 学長（校長） 55 校長（園長）

46 副学長（副校長） 56 副校長（副園長）

47 学部長（教頭） 57 教頭

48 教 授 58 主幹教諭

49 准教授 59 指導教諭

50 講 師 60 教 諭

51 助 教 61 助教諭

52 助 手 62 養護教諭

53 部局長（47は除く。） 63 養護助教諭

54 その他の職員 64 栄養教諭

65 講 師

66 実習助手

４ 警察職（階級） ５ 消防職（階級）

番号 地 位 区 分 番号 地 位 区 分

67 警 視 73 消防総監

68 警 部 74 消防司監

69 警部補 75 消防正監

70 巡査部長 76 消防監

71 巡査長 77 消防司令長

72 巡 査 78 消防司令

79 消防司令補

80 消防士長

81 消防副士長

82 消防士
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別表－５ 職務区分番号表

番号 職 務 区 分 番号 職 務 区 分

１ 普通会計 34 常勤の消防団員

（議会関係） （教育関係）

01 議会関係 35 学校教員

（総務企画関係） 36 学校栄養職員（給食センター所属を含

02 電算関係 む。）

03 その他総務企画関係 37 小中学校事務職員（36を除く。）

（税務関係） 38 高等学校 〃 （ 〃 ）

04 税務職 39 大学（短大）〃 （ 〃 ）

05 その他税務関係 40 その他の学校 〃 （ 〃 ）

（民生関係） 41 調理員・給食員

06 保育所保育士 42 社会教育主事

07 その他保育所職員 43 指導主事（充て指導主事を除く。）

08 ケースワーカー 44 学校以外の教育関係事務職員

09 ホームヘルパー （36，42，43を除く。）

10 その他社会福祉施設職員 45 35～44以外の教育関係

11 その他福祉事務所職員 （警察関係）

12 その他民生関係 46 警察官

（衛生関係） 47 その他警察関係

13 保健所医師・歯科医師

14 〃 保健師・助産師 ２ 公営企業会計

15 〃 その他衛生・医療技術者 （水道（簡水）事業）

16 その他保健所職員 48 事務職

17 衛生関係試験研究養成機関職員 49 技術職

18 清掃職員 50 検針・集金員

19 その他衛生関係 51 その他

（労働関係） （工業用水道事業）

20 労働関係 52 事務職

（農林水産関係） 53 技術職

21 農業改良普及員等(林業改良指導員,生 54 その他

活改良普及員及び専門技術員を含む。） （交通事業）

22 土地改良関係職員 55 バス事務職

23 農林水産関係獣医師 56 〃 整備員

24 農林水産試験研究養成機関職員 57 〃 運転手

25 その他農林水産関係 58 〃 その他

（商工関係） 59 地下鉄事務職

26 商工関係試験研究養成機関職員 60 〃 運転手

27 その他商工関係 61 〃 車掌

（土木関係） 62 〃 その他

28 事務職員 63 路面電車事務職

29 技術職員 64 〃 運転手

30 土木工夫 65 〃 その他

31 その他土木関係 66 その他交通事務職

（消防関係） 67 〃 その他

32 消防吏員 （病院事業）

33 その他の消防職員 68 医師・歯科医師職
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番号 職 務 区 分 番号 職 務 区 分

69 薬剤師，Ｘ線技師，検査技師，その他 82 保健師，助産師

医療技術職 83 看護師

70 保健師，助産師 84 准看護師

71 看護師 85 看護助手

72 准看護師 86 給食（技能労務）

73 看護助手 87 清掃（技能労務）

74 給食（技能労務） 88 事務職

75 清掃（技能労務） 89 その他

76 事務職 （その他）

77 その他 90 事務職

（その他） 91 その他

78 事務職

79 その他 ４ その他事業会計

92 事務職

３ その他公営企業会計 93 その他

（病院事業）

80 医師・歯科医師職 ５ 特定地方独立行政法人

81 薬剤師，Ｘ線技師，検査技師，その他 94 事務職

医療技術職 95 その他

別表－６ 通勤の方法別番号表

番号 通 勤 の 方 法 区 分

１ 給与法第12条第１項第１号により通勤手当が支給される職員（交通機関等利用者）に

相当する者

２ 給与法第12条第１項第２号により通勤手当が支給される職員（自動車等使用者）に相

当する者

３ 給与法第12条第１項第３号により通勤手当が支給される職員（以下「併用者」という。）

で人事院規則９－24（通勤手当）第８条の３第１号により通勤手当額が決定された者

（運賃等と自動車等の合計額を受ける者）に相当する者

４ 併用者で人事院規則９－24第８条の３第２号により通勤手当額が決定された者（運賃

等のみの額を受ける者）に相当する者

５ 併用者で人事院規則９－24第８条の３第３号により通勤手当額が決定された者（自動

車等のみの額を受ける者）に相当する者

６ １～５以外の者
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別表－３　職種区分番号表

番号 職 種 区 分

11 一般行政職 12以下のいずれにも該当しない職員

12 税務職 国の税務職俸給表の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

13 海事職(一) 国の海事職俸給表(一)の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

14 海事職(二) 国の海事職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

15 研究職 国の研究職俸給表の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

16 医師・歯科医師職 国の医療職俸給表(一)の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

17 薬剤師・医療技術職 国の医療職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員及び獣医師（ただ
し，獣医師としての資格を有し，保健所，家畜保健衛生所等において現実に
獣医師としての本来の業務に従事している職員に限る。）（企業職の職員を
除く。）

18 看護・保健職 国の医療職俸給表(三)の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

19 福祉職 国の福祉職俸給表の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。）

20 消防職 消防吏員及び常勤の消防団員

21 企業職（バス事業運転手
を除く）

地方公営企業等の労働関係に関する法律第３条第４号に規定する職員（22に
該当する職員を除く。）

22 企業職のうち
バス事業運転手

地方公営企業法第２条第１項第４号の自動車運送事業の運転手

23 技能労務職のうち
清掃職員

国の行政職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員（企業職の職員を除
く。以下24～29まで同じ。）のうち清掃業務に従事する職員（し尿・ごみ収
集の運転士を含む。）

24 技能労務職のうち
学校給食員

学校給食の業務（給食センターを含む。）に従事する職員

25 技能労務職のうち
守衛

俸給表の適用範囲（人事院規則９－２。以下「規則」という。）第２条第１
号に規定する者に相当する職員

26 技能労務職のうち
用務員

規則第２条第２号に規定する者に相当する職員（学校用務員を含む。）

27 技能労務職のうち
自動車運転手

規則第２条第３号に規定する者に相当する職員

28 技能労務職のうち
電話交換手

規則第２条第６号に規定する者に相当する職員

29 その他技能労務職員 技能労務職員のうち上記24から28の区分のいずれにも該当しない職員又はい
ずれの区分により難い職員

30 第一号任期付研究員 一般職の任期付研究員の採用，給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下
「任期付研究員法」という。）第６条第１項に規定する俸給表の適用を受け
る者に相当する職員

31 第二号任期付研究員 任期付研究員法第６条第２項に規定する俸給表の適用を受ける者に相当する
職員

32 特定任期付職員 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第７条第１項に規定
する俸給表の適用を受ける者に相当する職員

33 大学教育職 国の教育職俸給表(一)の適用を受ける者に相当する職員のうち学校教育法第
８３条に規定する大学に勤務する職員
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34 短期大学教育職 国の教育職俸給表(一)の適用を受ける者に相当する職員のうち学校教育法第
１０８条に規定する短期大学に勤務する職員

35 高等学校教育職 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成１６年法律
第１３６号）第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律
（昭和２５年法律第９５号。以下「旧給与法」という。）別表第６の教育職
俸給表（二）の適用を受ける者に相当する職員のうち学校教育法第５０条に
規定する高等学校に勤務勤務する職員

36 特別支援学校教育職 旧給与法別表第６の教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける
者に相当する職員のうち学校教育法第７２条に規定する学校に勤務する職員

37 専修・各種学校教育職 旧給与法別表第６の教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(四)の適用を受ける
者に相当する職員のうち学校教育法第１２４条に規定する専修学校及び同法
第１３４条に規定する各種学校に勤務する職員

38 小・中学校教育職 旧給与法別表第６の教育職俸給表(三)の適用を受ける者に相当する職員のう
ち学枚数育法第２９条に規定する小学校及び同法第４５条に規定する中学校
に勤務する職員（枠外教員を含む。）

39 幼稚園教育職 旧給与法別表第６の教育職俸給表(三)の適用を受ける者に相当する職員のう
ち学校教育法第２２条に規定する幼椎園に勤務する職員で教育に従事するこ
とを本務とする職員

40 高等専門学校教育職 国の教育職俸給表（二）の適用を受ける者（人事院規則９－２－４８による
改正前の人事院規則９－２第１０条の２第１号に規定する者に限る。）に相
当する職員

41 その他の教育職 教育公務員特例法第２条第５項に規定する指導主事（充て指導主事を除
く。）及び社会教育主事

42 警察職 国の公安職俸給表(一)の適用を受ける者に相当する職員

43 臨時職員 ４ページ「１　調査対象職員」に規定する臨時職員に該当する職員（45に該
当する職員を除く。）

44
特定地方独立行政法人職
員

地方独立行政法人法第２条第２項に定める特定地方独立行政法人に勤務する
職員（45に該当する職員を除く。）

45
特定地方独立行政法人臨
時職員

44の特定地方独立行政法人に勤務する職員のうち４ページ「１　調査対象職
員」に規定する臨時職員に該当する職員

11



地方公務員等給与実態調査 

○復元推計の方法について

調査対象者（地方公務員）からの回答を集計しているものであり、推計や調整は実施して

いない。 

○目標精度や回収率について

本調査において、目標精度は設定していない。また、回収率は１００％である。
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